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三 田 弓 友 会 会 則（令和元年（2019 年）7 月 13 日改定後） 

第１章  総   則 

第 1 条 本会は、三田弓友会と称する。本会の所在地は慶應義塾體育會弓術部内（志正弓道場 

住所：神奈川県横浜市港北区日吉４丁目１ー１慶應義塾大学構内）とする。 

第２条 本会は、慶應義塾體育會弓術部の活動を支援、部の運営・発展に協力してこれに当たると

ともに、会員の相互の親睦、弓道の研究と発展に努めることを目的とする。 

第３条 本会会員は、本会が別に定める年会費を納入する義務と連絡先（住所、電話番号と保有し

ていればメールアドレス）を登録する義務を有する。 

第４条 慶應義塾體育會弓術部に大学卒業時まで在籍した者は大学卒業とともに原則本会会員と

なる。尚、会員の推薦と総会で承認を得た塾員は会員になることができる。 

会員としてふさわしくない者、または本会則に違反した場合は退会を勧告される、あるいは、通告さ

れることがある。 

第２章  事  業 

第５条  本会は、その目的を達成するため次の事業を行う。 

     1．慶應義塾體育會弓術部の活動支援、部の運営・発展への協力 

     2．対外試合の実施 

     3．会員親睦会の実施 

     4．弓道の研究と発展 

     5．塾及び外部団体への役員派遣 

     6．その他目的を達成するに必要な事業 

第３章  役  員 

第６条  本会に次の役員を置く。 

会  長  １名 

副 会 長  ５名以内 

専務理事  若干名 

常務理事  若干名 

理  事  若干名 

監  事  ２名または３名 

第７条  会長・副会長及び監事は、総会に於いて選任する。会長は本会を代表して会務を総理

する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。監事は本会の会務及び財

務の状況を監査する。 
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第８条  理事は、原則として各卒業年度の会員から１名または２名を、総会に於いて選任する。理

事は理事会を組織し、重要な会務について審議する。理事は、年次代表として、各年次会員の連

絡先を把握するとともに、会則に沿った弓友会活動の推進（意見の反映、会費納入の促進、弓友

会との連絡等）を行い役員や理事会等に報告する。 

第９条  専務理事は、理事の中から会長が委嘱する。専務理事は、会長及副会長を補佐し、会務

を執行する。 

第１０条 常務理事は、理事の内から理事の互選により選任し、別途定める委員会委員長、弓術部

監督、女子監督、その他本会運営にかかわる者、及び年次代表である理事の複数取り纏めを行う

者から構成される。 

第 11 条  役員の任期は２ヶ年とする。但し重任を妨げない、補欠によって選任された者の任期

は、前任者残存期間とする。 

第１２条 本会に顧問および相談役を置くことができる。会長は退任後顧問もしくは相談役に就任

する。関係団体に役員として派遣される者、会の運営に必要とされる者で、常務理事会の推薦を受

けた者は顧問に就任することができる。 

第 13 条  本会に特に功績のあった者は常務理事会の推薦により、名誉会長・名誉顧問に推薦

する。 

第４章  会  議 

第 14 条  会議は、総会、理事会及び常務理事会とする。 

第 15 条  定時総会は毎年１回、毎事業年度終了後３ヶ月以内を目安として開催し、臨時総会は

必要あるときに開く。 

第 16 条  定時総会に於いては、別に定める場合の外、次の事項を決議する。 

       １．会則の変更 

       ２．毎会計年度の事業計画 

       ３．収支決算、事業報告及び収支予算 

       ４． 年会費の金額、徴収方法 

第 17 条  会議の議長には会長がこれにあたる。会長事故あるときは副会長がこれにあたり、会

長・副会長ともに事故あるときは、専務理事がこれにあたる。 
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第 18 条  会議の議決は出席者の過半数により決定する。可否同数の場合は議長がこれを決定

する。 

第５章  会  計 

第 19 条  本会の事業年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わるものとする。 

第 20 条  本会の経費は次の収入を以ってこれにあたる。 

       １．会員の拠出金（年会費） 

       ２．寄付金及びその他の収入 

第６章  運営会議、委 員 会 

第 21 条  本会の円滑な運営をはかるため、理事会の議を経て運営会議、委員会を置く。運営会

議、委員会については別にこれを定める 

第７章  附  則 

第 22 条    １．本会則は昭和５５年６月１０日より改正施行する。 

２．平成２０年７月１１日 第３条範囲改正 

３．平成２４年７月１４日 第３条追加（以降順送り）改正     同    第 15・16・20 条一部文言

改正 

４．平成２６年７月５日 第８条、一部文言改正 

５．平成２７年７月１１日 第１０条、一部文言改正 

６．平成３０年７月７日 第１，２，３，４，５，１０，13，１6 条、一部文言改正 

7.令和元年 7月 13 日 第 3、１２、21 条 一部文言修正 

                                   以 上 
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三 田 弓 友 会 運 営 会 議、委 員 会 規 程 

 三田弓友会会則第 21 条の規定により、本会の運営会議、委員会を次の通り定める。 

第 1 条 運営会議の目的： 総会、理事会、常務理事会で決定された業務計画の方針に沿って当

会の目的を達成するために必要な円滑な会務運営を行う。 

第 2 条 具体的内容は①第 7条に定める各委員会の運営状況の把握と調整、②三田弓友会とし

て日常行う対外活動の運営、③弓術部活動との調整、その他活動目的達成に必要な事項とする。 

第 3 条 運営会議の活動内容は必要に応じて理事会、常任理事会に報告、承認されるものとす

る。 

第 4 条 運営会議は必要に応じて適宜開催する。 

第 5 条 運営会議出席者は、運営会議の議を経て会長がこれを委嘱する。弓術部主務、先輩係の

幹事はオブザーバーとして原則出席する。 

第 6 条 必用に応じ特定目的の業務の企画推進のために部会を設定、開催することができる。 

第 7 条 本会に学生、財務、総務および施設の４委員会を置き、それぞれ担当領域或いは常務理

事会により附託された事項を協議又は処理し、意見或いは結果を必要に応じ、運営会議の議を経

て常務理事会に報告する。 

第 8 条 各委員会にそれぞれ委員長及び副委員長を置き、理事会の議を経て会長がこれを委嘱

する。委員は各委員会委員長が任命する。 

第 9 条 学生委員会は慶應義塾體育會弓術部監督・コーチを支援し、同部の発展と同部員の育

成に関わる業務を行う。 

財務委員会は本会予算の編成、決算、会計の管理及び会費の徴収／整理並びに弓術部会計の

監査を管掌する。 

総務委員会は議事録の作成、会員に対する通達、及び他の委員会に属さない事項を処理する。 

施設委員会は慶應義塾體育會弓術部の各道場の維持・管理を管掌する。 

第 10 条 本会に、理事会の議を経て、特別委員会を置くことができる。 

第 11 条 本規定は、理事会の議を経て、改訂することができる。 

第 12 条 本規程は昭和５５年６月１０日より改正施行する。 
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２．平成３０年７月７日 第１、３条、一部文言改正 

3.令和元年（2019 年）7 月 13 日改正 

以上 


